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上
海
証
券
取
引
所
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
調
査
（
３
）

〜
重
役
の
選
任
、
報
酬
お
よ
び
従
業
員
の
変
化
を
中
心
に
〜王

　
　
東
明

今
回
は
引
き
続
き
上
海
証
券
取
引
所
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
調
査
に
関
す
る
重
役
の
選
任
、
報
酬
・
福
利
厚
生
お
よ
び

従
業
員
の
変
化
な
ど
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
　
重
役
の
選
任
と
昇
進
状
況

（
１
）
重
役
の
資
質
と
出
勤
状
況

今
回
の
調
査
で
回
収
さ
れ
た
上
場
企
業
重
役
（
董
事
、
監
事
、
経
理
層
）
（
１
）

の
個
人
調
査
三
、
九
七
八
人
の
う
ち
、
男
性
は
八
四
・

六
％
、
女
性
は
三
七
・
二
％
を
占
め
る
。
全
体
の
学
歴
に
つ
い
て
、
短
大
卒
以
上
は
八
九
・
一
％
に
達
す
る
。
ま
た
、
様
々
な
専
門

資
格
（「
職
称
」）
を
見
る
と
、
中
級
以
上
の
資
格
を
持
つ
者
は
八
九
・
四
％
を
占
め
、
そ
の
う
ち
上
級
資
格
を
持
つ
者
が
四
七
・

一
％
に
達
す
る
。

専
門
分
野
か
ら
見
れ
ば
、
経
済
管
理
は
四
〇
・
四
％
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
は
二
八
・
六
％
、
会
計
は
一
六
・
一
％
で
あ
り
、
三
分
野
を

合
わ
せ
れ
ば
、
全
体
の
八
五
・
一
％
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
政
工
」（
党
政
工
作
）
専
門
は
一
二
・
四
％
で
あ
る
。
董
事
、
監
事

お
よ
び
経
理
の
専
門
分
野
は
経
済
管
理
、
技
術
お
よ
び
会
計
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
基
本
的
に
重
役
の
専
門
分
野
は
適
切
で
あ
る



と
取
引
所
は
分
析
し
て
い
る
。

重
役
の
出
勤
状
況
を
見
れ
ば
、
毎
日
出
勤
し
て
い
る
者
は
七
七
・
二
％
に
達
す
る
。
毎
月
上
場
企
業
か
ら
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る

重
役
は
全
体
の
七
五
・
五
％
に
な
る
。
こ
の
調
査
結
果
か
ら
、
上
場
企
業
重
役
の
大
部
分
は
常

勤
で
あ
り
、
非
常
勤
あ
る
い
は
兼
職
し
て
い
る
者
は
全
体
の
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。

（
２
）
選
任
基
準

会
社
の
董
事
と
上
級
経
理
は
企
業
経
営
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
選
任

基
準
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
重
役
の
選
任
基
準
に
つ
い
て
、
今
回
の
調
査
は
、

董
事
（
八
三
・
四
％
）
と
上
級
経
理
（
八
八
・
三
％
）
の
選
任
の
明
確
な
基
準
が
あ
る
と
答
え

た
。
選
任
の
要
素
に
つ
い
て
、
そ
の
重
要
度
は
管
理
技
能
、
専
門
技
術
お
よ
び
業
界
経
験
と
い

う
順
位
に
な
っ
て
お
り
（
表
１
）、
経
営
能
力
が
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
董
事
の
選
任
基
準
を
誰
が
決
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
董
事
会
（
三
九
・
五
％
）、
株

主
会
（
二
九
・
七
％
）、
大
株
主
（
一
四
・
一
％
）、
主
管
部
門
（
八
・
三
％
）、
董
事
長

（
六
・
九
％
）、
経
理
層
（
一
・
〇
％
）、
総
経
理
（
〇
・
五
％
）
と
い
う
回
答
が
出
た
。
同
じ

よ
う
に
、
上
級
経
理
の
選
任
基
準
を
誰
が
決
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
董
事
会
（
六
五
・
三
％
）、

董
事
長
（
八
・
三
％
）、
主
管
部
門
（
六
・
七
％
）、
総
経
理
（
六
・
一
％
）、
大
株
主
（
五
・

七
％
）、
経
理
層
（
五
・
四
％
）、
株
主
会
（
二
・
五
％
）
と
い
う
順
位
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
董
事
と
上
級
経
理
の
選
任
基
準
の
決
め
方
に
つ
い
て
、
董
事
会
の
影
響
力
が
最
も
大

（37）

順位 董事の選任基準
１ 管理技能 68.6
２ 専門技術 22.3
３ 業界経験 5.6
４ 社会的名声 1.7
５ 持株数 0.5

６
国有株主と法人株主のトップ
あるいはその代表との関係

0.4

表１　董事と上級経理の選任基準

（出所）1999年上海証券取引所の調査。

上級経理の選任基準
58.8 管理技能
17.9 専門技術
11.5 業界経験
6.0 社会的名声
1.9 会社トップとの関係

0.4
会社の長期発展と效
率をもたらす

（％）



き
く
、
逆
に
、
株
式
会
社
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
株
主
（
総
）
会
の
影
響
力
が
、
董
事
に
つ
い
て
二
位
（
二
九
・
七
％
）、

上
級
経
理
に
つ
い
て
最
後
位
の
二
・
五
％
で
あ
っ
た
。
主
管
部
門
の
影
響
力
が
国
有
企
業
と
比
べ
る
と
か
な
り
後
退
し
、
企
業
制
度

改
革
の
成
果
の
一
つ
と
も
言
え
る
が
、
依
然
と
し
て
一
定
の
影
響
力
（
董
事：

四
位
、
上
級
経
理：

三
位
）
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
大
株
主
が
董
事
の
選
任
基
準
に
一
定
の
影
響
力
（
三
位
、
一
四
・
一
％
）
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

（
３
）
上
級
資
格
者
の
比
率

調
査
企
業
の
重
役
の
う
ち
、
上
級
資
格
を
持
つ
者
は
二
七
七
人
で
、
全
体
の
七
％
、
有
効
回
答
人
数
の
九
・
三
％
を
占
め
る
。
上

級
資
格
者
の
内
訳
は
、
総
工
程
師
（
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
総
責
任
者
）
は
三
三
・
三
％
、
総
会
計
士
は
四
四
・
四
％
、
総
経
済
師
は
一

九
・
四
％
お
よ
び
弁
護
士
は
二
・
九
％
で
あ
る
。

上
級
資
格
者
の
在
任
期
間
を
見
る
と
、
三
八
・
九
％
は
三
年
を
超
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
二
三
％
は
六
年
以
上
、
五
・
六
％
は
五

年
以
上
、
一
〇
・
三
％
は
四
年
以
上
で
あ
る
。
ま
た
、
在
任
期
間
三
年
以
下
の
上
級
資
格
者
は
六
一
・
一
％
で
あ
る
。
そ
し
て
、
九

七
年
、
九
八
年
お
よ
び
九
九
年
の
三
年
内
に
、
専
門
分
野
の
任
期
開
始
の
上
級
資
格
者
は
八
七
・
七
％
で
あ
り
、
ま
た
二
〇
〇
〇
年
、

二
〇
〇
一
年
お
よ
び
二
〇
〇
二
年
の
三
年
内
に
、
専
門
分
野
の
任
期
満
了
の
上
級
資
格
者
は
八
六
・
四
％
に
達
す
る
。
上
級
資
格
者

の
専
門
分
野
の
任
期
は
比
較
的
長
い
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

（
４
）
重
役
の
兼
任
状
況

調
査
さ
れ
た
三
、
九
七
八
人
重
役
の
う
ち
、
中
間
管
理
職
お
よ
び
他
の
業
務
を
兼
任
す
る
者
は
一
、
四
〇
七
人
に
な
る
。
そ
の
内

訳
は
、
人
事
部
長
は
七
・
六
％
、
財
務
部
長
は
一
二
・
九
％
、
営
業
部
長
は
一
二
・
九
％
、
他
の
中
間
部
門
の
部
長
は
三
一
・
三
％
、

（38）



支
社
長
は
一
二
・
九
％
、
子
会
社
社
長
は
一
二
・
二
％
お
よ
び
一
般
従
業
員
は
一
〇
・
二
％
で
あ
る
。

こ
こ
で
兼
任
者
の
一
割
以
上
が
一
般
従
業
員
で
あ
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
監
事
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
必
ず
従
業
員
代
表
が
含
ま
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
的
義
務
（
２
）

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
党
幹
部
の
兼
任
状
況

重
役
三
、
九
七
八
人
の
う
ち
、
一
、
一
二
五
人
は
各
種
の
共
産
党
・
青
年
団
幹
部
を
兼
任
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
党
書
記
を
兼

任
す
る
比
率
は
六
八
・
七
％
に
達
す
る
。
そ
の
他
に
は
党
副
書
記
、
党
委
員
会
委
員
お
よ
び
工
会
（
労
働
組
合
）
主
席
を
兼
任
し
て

い
る
。
ま
た
、
五
二
・
九
％
の
在
任
期
間
は
三
年
未
満
で
、
四
七
・
一
％
は
三
年
を
超
え
て
い
る
。
共
産
党
・
青
年
団
幹
部
の
在
任

期
間
は
他
よ
り
長
く
、
そ
の
安
定
性
が
他
業
務
よ
り
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

（
６
）
社
外
兼
任
の
状
況

今
回
の
調
査
は
、
重
役
の
二
七
％
は
他
社
の
董
事
を
兼
任
し
て
い
る
。
他
社
の
董
事
を
兼
任
す
る
重

役
は
年
平
均
三
回
〜
四
回
程
度
で
他
社
の
取
締
役
会
に
参
加
し
て
い
る
。
他
社
の
取
締
役
会
に
参
加
す

る
重
役
の
う
ち
、
董
事
、
監
事
お
よ
び
経
理
の
参
加
回
数
は
年
平
均
で
各
々
四
・
四
八
回
、
三
・
四
八

回
お
よ
び
三
・
三
一
回
に
な
る
。

他
社
の
意
思
決
定
に
参
加
す
る
内
容
は
企
業
戦
略
と
投
資
決
定
（
九
三
・
九
％
）
が
殆
ど
で
あ
り
、

逆
に
、
董
事
の
指
名
、
賃
金
・
報
酬
政
策
の
策
定
お
よ
び
会
計
監
査
士
の
招
聘
が
極
め
て
少
な
い
（
表

２
）。

（39）

意思決定の内容 ％
企業戦略と投資決定 93.9
董事の指名 3.1
賃金・報酬政策の策定 1.9
会計監査士の招聘 1.1

表２　他社の兼任董事が他社の意思決定に
参加する内容

（出所）1999年上海証券取引所の調査。



（
７
）
重
役
を
選
任
す
る
株
主
（「
股
東
単
位
」）
（
３
）

の
状
況

董
事
と
監
事
の
選
任
に
は
以
下
の
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
１
）
大
部
分
の
董
事
と
監
事
は
株
主
（「
股
東
単
位
」）
に

よ
っ
て
委
任
さ
れ
、
そ
の
比
率
は
六
〇
％
に
達
す
る
。（
２
）
従
業
員
に
よ
る
選
挙
も
重
要
な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
有
数
回
答

（
二
、
九
二
八
人
）
の
一
六
・
七
％
（
四
九
一
人
）
は
従
業
員
選
挙
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
二
番
目
に
多
い
選
任
方
法
で
あ
る
。
そ

の
他
、
会
社
自
ら
の
招
聘
あ
る
い
は
選
任
の
比
率
は
一
二
％
で
あ
る
。（
３
）
独
立
董
事
の
比
率
は
極
め
て
少
な
く
、
わ
ず
か
八
人

で
あ
り
、
有
効
回
答
の
〇
・
三
％
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、
董
事
と
監
事
を
選
任
す
る
株
主
（「
股
東
単
位
」）
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
幾
つ
か
の
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

（
１
）
董
事
と
監
事
を
選
任
す
る
国
有
株
主
と
法
人
株
主
の
回
答
は
一
、
六
九
六
人
に
達
し
、
有
効
回
答
（
一
、
九
三
五
人
）
の
八

七
・
七
％
を
占
め
る
。
し
か
し
、
流
通
で
き
る
Ａ
株
（
国
内
投
資
家
向
け
）、
Ｂ
株
（
外
国
投
資
家
向
け
）
お
よ
び
Ｈ
株
（
香
港
上

場
の
中
国
企
業
株
）
の
株
主
に
よ
る
選
任
の
回
答
は
わ
ず
か
五
・
七
％
で
あ
る
（
４
）。（

２
）
董
事
と
監
事
を
選
任
す
る
株
主
（「
股
東
単

位
」）
の
内
訳
は
、
国
有
企
業
は
四
八
・
四
％
、
株
式
制
企
業
は
一
四
・
五
％
、
国
有
資
産
投
資
会
社
あ
る
い
は
経
営
会
社
は
一

二
・
六
％
、
政
府
財
政
部
門
あ
る
い
は
国
有
資
産
管
理
部
門
は
七
・
一
％
を
占
め
る
。
こ
れ
は
中
国
上
場
企
業
の
株
式
所
有
構
造
と

密
接
に
関
連
し
、
現
在
少
な
く
と
も
五
割
以
上
の
株
式
が
国
有
株
（
国
家
株
、
国
有
法
人
株
）
と
い
う
か
た
ち
で
国
有
企
業
あ
る
い

は
政
府
の
関
連
部
門
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
選
任
構
図
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。（
３
）

董
事
と
監
事
の
選
任
は
国
内
の
株
主
（「
股
東
単
位
」）
に
よ
る
比
率
が
九
八
・
四
％
で
殆
ど
を
占
め
る
。
逆
に
、
香
港
、
マ
カ
オ
、

台
湾
お
よ
び
外
国
の
海
外
株
主
に
よ
る
選
任
は
わ
ず
か
一
・
六
％
で
あ
る
。（
４
）
董
事
と
監
事
を
選
任
す
る
株
主
（「
股
東
単
位
」）

の
地
域
分
布
を
見
る
と
、
経
済
発
展
の
地
域
格
差
と
関
連
し
て
い
る
。
経
済
発
達
の
地
域
に
選
任
さ
れ
た
董
事
数
お
よ
び
監
事
数
は

未
発
達
地
域
よ
り
遥
か
に
多
く
、
東
部
地
区
は
五
七
・
二
％
、
中
部
地
区
は
二
〇
・
四
％
、
西
部
地
区
は
二
一
・
八
％
と
い
う
分
布

（40）



に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
済
発
達
の
地
域
か
ら
上
場
企
業
も
多
い
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
５
）
董
事
と
監
事

を
選
任
す
る
株
主
（「
股
東
単
位
」）
の
業
種
別
を
見
れ
ば
、
商
工
企
業
は
七
一
・
六
％
（
う
ち
工
業
企
業
は
五
九
・
七
％
）、
金
融
機

関
（
銀
行
、
証
券
会
社
、
保
険
会
社
、
信
託
投
資
公
司
）
は
五
％
を
占
め
る
。
こ
れ
も
上
場
企
業
の
業
種
別
の
分
布
と
関
連
し
て
い

る
だ
ろ
う
。

（
８
）
非
株
主
（「
股
東
単
位
」）
か
ら
董
事
と
監
事
を
選
任
す
る
理
由

非
株
主
（「
股
東
単
位
」）
か
ら
董
事
と
監
事
を
委
任
す
る
人
数
は
八
五
五
人
で
あ
り
、
調
査
対
象
（
三
、
九
七
八
人
）
の
二
一
・

五
％
に
も
達
す
る
。
そ
の
う
ち
従
業
員
代
表
と
優
秀
な
管
理
者
は
そ
れ
ぞ
れ
四
一
・
二
％
と
四
六
・
四
％
で
大
部
分
を
占
め
る
。
優

秀
な
技
術
者
は
四
・
七
％
、
独
立
董
事
は
一
・
一
％
で
あ
る
。

董
事
と
監
事
の
う
ち
、
株
主
（「
股
東
単
位
」）
か
ら
の
選
任
で
も
な
く
、
会
社
の
従
業
員
で
も
な
い
者
が
九
四
人
、
う
ち
政
府
派

遣
は
最
も
多
く
一
七
人
（
一
八
・
一
％
）、
会
社
の
招
聘
顧
問
は
一
五
人
（
一
六
％
）、
株
主
選
挙
は
一
四
人
（
一
四
・
九
％
）、
銀
行

委
任
は
九
人
（
九
・
六
％
）
を
占
め
る
。
し
か
し
、
董
事
と
監
事
に
な
る
理
由
を
聞
く
と
、
三
〇
・
九
％
は
専
門
技
能
、
二
六
・

八
％
は
管
理
技
能
、
一
九
・
六
％
は
社
会
的
名
声
、
九
・
三
％
は
政
府
派
遣
に
よ
る
と
い
う
回
答
を
得
た
。
こ
の
回
答
か
ら
、
現
在

上
場
企
業
の
重
役
の
選
任
と
企
業
経
営
に
と
っ
て
、
専
門
技
能
と
管
理
能
力
が
よ
り
重
視
さ
れ
、
例
え
ば
政
府
の
派
遣
に
し
て
も
、

自
分
が
専
門
技
能
と
管
理
能
力
に
基
づ
い
て
昇
進
し
、
そ
れ
を
外
部
か
ら
評
価
さ
れ
た
い
重
役
の
心
理
状
態
が
窺
わ
れ
る
。

（
９
）
董
事
、
監
事
お
よ
び
上
級
管
理
者
の
昇
進
経
路

今
回
の
調
査
で
回
収
さ
れ
た
重
役
三
、
九
七
八
人
の
う
ち
、
二
、
六
三
一
人
（
有
効
回
答
六
九
・
六
％
）
が
上
場
の
時
に
も
会
社

に
在
職
し
て
い
た
。
上
場
の
時
に
会
社
に
在
職
し
て
い
な
い
重
役
に
つ
い
て
、
会
社
の
在
職
期
間
が
三
年
を
超
え
る
者
は
三
三
・
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二
％
で
、
三
年
以
下
は
六
六
・
八
％
を
占
め
る
。

上
場
企
業
の
前
身
企
業
で
勤
め
た
重
役
は
一
、
九
〇
八
人
で
、
有
効
回
答
の
六
二
・
三
％
に
な
る
。
う
ち
六
一
七
人
（
有
効
回
答

二
二
％
）
は
前
身
企
業
の
工
場
長
あ
る
い
は
経
理
で
あ
っ
た
。
二
五
六
人
（
有
効
回
答
九
・
五
％
）
は
前
身
企
業
主
管
部
門
の
幹
部

で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
上
場
企
業
の
重
役
は
、
そ
の
前
身
企
業
（
特
に
国
有
企
業
）
と
深
い
人
的
な
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
、
調
査
さ
れ
た
三
、
九
七
八
人
の
う
ち
、
株
主
（「
股
東
単
位
」）
か
ら
選
任
さ
れ
た
重
役
（
董
事
、
監
事
お
よ
び
上
級
管
理

者
）
は
二
、
八
六
一
人
、
全
体
の
七
七
・
七
九
％
に
も
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
一
、
三
五
〇
人
（
有
効
回
答
四
七
・
二
％
）
は
会
社
の

株
主
（「
股
東
単
位
」）
の
企
業
に
勤
め
た
経
歴
を
持
つ
。
上
場
企
業
は
会
社
の
株
主
（「
股
東
単
位
」）
企
業
と
深
い
人
事
交
流
が
あ

る
こ
と
も
わ
か
る
。

調
査
さ
れ
た
董
事
、
監
事
お
よ
び
上
級
管
理
者
三
、
九
七
八
人
の
経
歴
を
見
る
と
、
う
ち
同
業
種
の
他
の
企
業
で
経
理
を
経
験
し

た
重
役
は
五
〇
五
人
、
全
体
の
一
二
・
七
％
を
占
め
る
。
他
の
業
種
で
経
理
を
経
験
し
た
者
は
六
七
〇
人
、
全
体
の
一
六
・
八
％
で

あ
る
。

そ
し
て
、
技
術
あ
る
い
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
仕
事
を
一
年
以
上
勤
め
た
者
は
一
、
五
二
二
人
、
全
体
の
三
八
・
三
％
、
営
業
を
一
年

以
上
経
験
し
た
者
は
一
、
一
四
七
人
、
全
体
の
二
八
・
八
％
、
財
務
と
監
査
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
九
六
八
人
、
全
体
の
二

四
・
三
％
、
人
事
と
職
業
訓
練
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
七
〇
四
人
、
全
体
の
一
七
・
七
％
、
広
報
関
係
を
一
年
以
上
経
験
し
た

者
は
三
五
一
人
、
全
体
の
八
・
八
％
、
総
務
と
サ
ー
ビ
ス
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
一
、
〇
〇
一
人
、
全
体
の
二
五
・
二
％
、
研

究
と
教
育
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
五
一
七
人
、
全
体
の
一
三
％
、
党
・
青
年
団
の
仕
事
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
一
、
三
四

六
人
、
全
体
の
三
三
・
八
％
、
政
府
の
マ
ク
ロ
経
済
管
理
部
門
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
三
一
四
人
、
全
体
の
七
・
九
％
、
政
府
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の
行
政
部
門
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
五
二
七
人
、
全
体
の
一
三
・
二
％
、
公
安
・
検
察
・
裁
判
所
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は

四
八
人
、
全
体
の
一
・
二
％
、
文
化
部
門
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
三
七
人
、
全
体
の
〇
・
九
％
、
研
究
部
門
と
学
校
を
一
年
以

上
経
験
し
た
者
は
四
九
一
人
、
全
体
の
一
二
・
三
％
、
金
融
部
門
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
一
九
〇
人
、
全
体
の
四
・
八
％
、
国

有
企
業
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
二
、
八
六
四
人
、
全
体
の
七
二
％
、
集
団
企
業
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
二
九
九
人
、
全
体

の
七
・
五
％
、
民
営
企
業
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
一
四
八
人
、
全
体
の
三
・
七
％
、
私
営
企
業
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
七

一
人
、
全
体
の
一
・
八
％
、
外
資
系
企
業
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
三
一
一
人
、
全
体
の
七
・
八
％
、
軍
隊
を
一
年
以
上
経
験
し

た
者
は
三
一
四
人
、
全
体
の
七
・
九
％
、
社
会
団
体
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
七
六
人
、
全
体
の
一
・
九
％
、
他
の
上
場
企
業
を

一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
一
〇
六
人
、
全
体
の
二
・
七
％
、
海
外
で
外
国
企
業
を
一
年
以
上
経
験
し
た
者
は
四
八
人
、
全
体
の
一
・

二
％
を
占
め
る
結
果
を
得
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
重
役
の
昇
進
経
路
を
見
る
と
、
国
有
企
業
か
ら
、
党
・
政
府
部
門
か
ら
、
技
術
・
営
業
・
財
務
・
総
務
部
門
か

ら
昇
進
す
る
ケ
ー
ス
が
比
較
的
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

２
　
重
役
の
報
酬
と
福
利
厚
生

（
１
）
董
事
、
監
事
お
よ
び
経
理
の
報
酬

董
事
、
監
事
お
よ
び
経
理
の
報
酬
に
つ
い
て
、
九
八
年
は
董
事
の
五
二
・
四
％
、
監
事
の
四
四
％
、
経
理
の
五
六
・
八
％
は
一
万

元
（
一
元
は
約
一
五
円
）
未
満
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
三
・
一
％
の
董
事
、
三
六
％
の
監
事
お
よ
び
二
七
・
三
％
の
経
理
は
一
万
元

〜
三
万
元
で
あ
る
。
三
万
元
〜
五
万
元
の
報
酬
を
も
ら
え
る
董
事
は
一
一
・
一
％
、
監
事
は
二
〇
％
、
経
理
は
四
・
五
％
で
あ
る
。

ま
た
、
五
万
元
を
超
え
る
報
酬
を
獲
得
し
た
董
事
は
一
三
・
五
％
、
経
理
は
一
一
・
四
％
で
あ
り
、
監
事
の
な
か
で
五
万
元
を
超
え
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る
報
酬
を
得
る
者
が
い
な
か
っ
た
。
全
体
と
し
て
董
事
の
報
酬
は
監
事
と
経
理
よ
り
比
較
的
高
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（
２
）
重
役
の
福
利
厚
生

重
役
の
福
利
厚
生
に
つ
い
て
、
調
査
さ
れ
た
三
、
九
七
八
人
の
う
ち
、
上
場
企
業
か
ら
専
属
車
を
配
属
す
る
重
役
は
八
二
一
人
、

全
体
の
二
〇
・
六
％
、
社
宅
を
与
え
る
重
役
は
一
、
一
八
〇
人
、
全
体
の
二
九
・
七
％
、
ク
ラ
ブ
の
会
員
カ
ー
ド
を
与
え
る
重
役
は

一
三
人
、
全
体
の
〇
・
三
％
、
生
命
保
険
を
与
え
る
重
役
は
三
八
一
人
、
全
体
の
九
・
六
％
に
な
っ
て
い
る
。

３
　
従
業
員
の
変
化

企
業
の
重
要
な
ス
テ
イ
ク
・
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）
の
一
つ
で
あ
る
従
業
員
の
変
化
を
見
る
と
、
一
九
九
九
年
の
中
間
決
算

は
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
最
も
増
え
た
の
は
営
業
人
員
数
で
あ
り
、
次
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
っ
た
。
一
般
の
総
務
人
員
の
減
少
は
最

も
多
く
、
そ
の
次
に
一
般
従
業
員
の
減
少
で
あ
っ
た
。

サ
ン
プ
ル
企
業
の
上
級
管
理
者
は
平
均
で
一
一
・
一
三
人
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
二
八
・
六
％
サ
ン
プ
ル
企
業
の
上

級
管
理
者
数
は
増
加
、
五
〇
・
二
％
は
変
化
な
し
、
二
一
・
二
％
は
減
少
し
た
。

サ
ン
プ
ル
企
業
の
中
間
管
理
者
は
平
均
で
七
一
・
一
七
人
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
三
四
・
八
％
サ
ン
プ
ル
企
業
の
中

間
管
理
者
は
増
加
、
三
〇
・
四
％
は
変
化
な
し
、
三
四
・
八
％
は
減
少
し
た
。

サ
ン
プ
ル
企
業
の
従
業
員
数
は
平
均
で
二
、
九
五
三
人
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
四
一
・
八
％
サ
ン
プ
ル
企
業
の
従
業

員
数
は
増
加
、
一
〇
・
九
％
は
変
化
な
し
、
四
七
・
三
％
は
減
少
し
た
。

サ
ン
プ
ル
企
業
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
平
均
人
数
は
三
六
四
・
五
二
人
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
五
二
％
サ
ン
プ
ル
企
業
の
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エ
ン
ジ
ニ
ア
数
は
増
加
、
二
二
・
六
％
は
変
化
な
し
、
二
五
・
三
％
は
減
少
し
た
。

サ
ン
プ
ル
企
業
の
営
業
人
員
の
平
均
人
数
は
三
〇
七
・
五
五
人
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
六
二
％
サ
ン
プ
ル
企
業
の
営

業
人
員
数
は
増
加
、
一
六
・
九
％
は
変
化
な
し
、
二
一
・
一
％
は
減
少
し
た
。

サ
ン
プ
ル
企
業
の
財
務
関
係
者
の
平
均
人
数
は
五
六
人
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
四
一
・
三
％
サ
ン
プ
ル
企
業
の
財
務

関
係
者
は
増
加
、
三
六
％
は
変
化
な
し
、
二
二
・
七
％
は
減
少
し
た
。

サ
ン
プ
ル
企
業
の
総
務
の
平
均
人
数
は
一
八
一
・
三
八
人
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
二
七
・
七
％
サ
ン
プ
ル
企
業
の
総

務
の
人
数
は
増
加
、
二
二
・
五
％
は
変
化
な
し
、
四
九
・
八
％
は
減
少
し
た
。

サ
ン
プ
ル
企
業
の
生
産
従
業
員
の
平
均
人
数
は
二
、
〇
六
六
人
で
あ
っ
た
。
前
年
度
と
比
べ
る
と
、
三
七
・
一
％
サ
ン
プ
ル
企
業

の
生
産
従
業
員
数
は
増
加
、
一
八
・
六
％
は
変
化
な
し
、
四
四
・
三
％
は
減
少
し
た
。

こ
こ
で
従
業
員
の
変
化
を
見
る
と
、
営
業
人
員
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
お
よ
び
財
務
人
員
の
増
加
が
目
立
つ
。
逆
に
、
総
務
、
一
般
従
業

員
お
よ
び
生
産
現
場
の
従
業
員
の
減
少
が
著
し
い
。

残
る
上
場
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
文
化
に
関
す
る
調
査
結
果
は
別
の
機
会
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

注（
１
）

董
事
、
監
事
、
経
理
層
は
日
本
の
取
締
役
、
監
査
役
、
社
長
・
副
社
長
に
相
当
す
る
。

（
２
）

「
中
華
人
民
共
和
国
会
社
法
」
第
一
二
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

（
３
）

株
主
（「
股
東
単
位
」）
と
い
う
の
は
、
主
に
大
株
主
で
あ
る
国
家
株
主
、
国
有
法
人
株
主
、
一
般
法
人
株
主
の
こ
と
を
指
す
。

（
４
）

国
家
株
と
法
人
株
は
現
時
点
で
は
一
般
流
通
で
き
な
い
た
め
、
非
流
通
株
と
い
う
。
流
通
で
き
る
株
式
は
国
内
投
資
家
向
け
Ａ
株
、
外
国
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投
資
家
向
け
Ｂ
株
お
よ
び
香
港
上
場
の
中
国
企
業
の
Ｈ
株
で
あ
る
。
但
し
、
Ｂ
株
は
今
年
の
二
月
か
ら
国
内
の
外
貨
を
持
つ
投
資
家
に
も

開
放
し
た
。

（
お
う
　
と
う
め
い
・
主
任
研
究
員
）
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